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旅 行 業 者 代 理 業 登 録 事 項 変 更 届 提 出 書 類 一 覧 表                                                                   
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Ａ 
登録事項変更届出書 

第４号様式 
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○ 

Ｂ 変更届出添付書類（１） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○      ○ ○ ○ ○ ○ 

Ｃ 

 

届 

 

出 

 

書 変更届出添付書類（２）        ○ ○ ○ ○  ○     

Ｄ  戸籍抄本（改姓の場合） ○                 

Ｅ  登記簿謄本（履歴事項全部証明書）   ○ ○ ○             

Ｆ 住民票  ○                

 

Ｇ  法人代表者の宣誓書    ○              

Ｈ 
 使用権を証する書類（賃貸借契 

約書写し又は建物登記簿謄本）※５ 
 ※

３
  ※

３
 ○  ○ ○        

Ｉ  旅行業務取扱管理者                  

 

   ※４ 旅行業務取扱管理者選任 

一覧表 
         ○  ○      

 

 
 

  

 
 合格証又は認定証（写） 

 履歴書・宣誓書 
         ○  ○      

Ｊ  変更事項に係る委託契約書 

（写） 
○ ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

※ 

Ｋ 

 当該変更事項に係る所属旅行業 

者届出済の「登録事項変更届出 

書」（写） 
○ ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

郵送可 

○ ○ ○ ○

 

 ※ 来庁し、手続きすること。 

 （注） 他道府県からの転入の場合は、登録通知書又は登録簿（業者控）の写しを添付すること。                                                                                                     

 ・ 変更の日から３０日以内に持参し届け出ること。（管理者の変更と電話・ＦＡＸ番号の変更は郵送でもよい。）

 ※１ 商号変更については、事前に東京都まで問い合わせのこと。（同一又は類似の商号を避けるため） 

 ※２ その営業所の廃止で、その他の営業所が全くなくなる場合は、変更届出添付書類２の提出は不要。 

 ※３ 事業者の住所又は本店所在地と主たる営業所の所在地が同じ場合は使用権を証する書類が必要。 

 ※４ 管理者が出向の場合は、出向契約書（写）及び本人の同意書が必要。また、管理者が改姓の場合は、戸籍抄本

を添付。 

 ※５ 転貸借の場合は、①所有者と借主の契約書。②所有者の同居承認書。③転貸借契約書。の各写しが必要です。

 

  これらの書式は、裏面の販売所で販売しています。

 

 


